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す
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○
青
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同
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○
青
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文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
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(

総
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事
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○
青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓

令

(

防
災
消
防
課)

…

�

規

則

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
行
政
組
織
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
十
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
項
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

市
町
村
課｣

に
改
め
、
同
表
企
画

政
策
部
の
項
中

｢

交
通
政
策
課｣

の
下
に

｢

、
地
域
活
力
振
興
課｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
の
総
務
学
事
課
の
項
の
第
二
十
四
号
中｢

市
町
村
振
興
課｣

を｢

市
町
村
課｣

に
改
め
、

同
条
の
市
町
村
振
興
課
の
項
中

｢

市
町
村
振
興
課

を

一

市
町
村
の
行
政
、
財
政
及
び
税
政
に
係
る
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。｣

｢

市
町
村
課

に
改
め
、
同
項
の

一

市
町
村
の
行
政
、
財
政
及
び
税
政
に
係
る
助
言
等
に
関
す
る
こ
と
。｣

第
十
八
号
か
ら
第
二
十
三
号
ま
で
を
削
り
、
同
項
の
第
二
十
四
号
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

市
町

村
課｣

に
改
め
、
同
号
を
同
項
の
第
十
八
号
と
す
る
。

第
十
一
条
の
二
の
企
画
調
整
課
の
項
中
第
十
一
号
を
削
り
、
第
十
二
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
十

三
号
を
第
十
二
号
と
し
、
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
五
号
を
第
十
三
号
と
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
十

八
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
同
条
の
交
通
政
策
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
活
力
振
興
課

一

地
域
振
興
に
係
る
施
策
の
企
画
、
立
案
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

二

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

三

｢

生な
り

業わ
い

づ
く
り｣

の
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

四

｢

人
財｣

の
育
成
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

五

｢

人
財｣

の
育
成
に
係
る
施
策
の
総
合
的
な
推
進
に
関
す
る
こ
と
。

六

｢

人
財｣

の
育
成
に
係
る
施
策
の
推
進
に
係
る
学
校
教
育
と
の
連
携
に
関
す
る
こ
と
。

七

長
期
的
な
水
の
需
給
に
係
る
基
礎
的
調
査
及
び
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
。

八

雪
対
策
の
総
合
的
企
画
、
調
整
及
び
連
絡
に
関
す
る
こ
と
。

九

豪
雪
地
帯
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

十

三
沢
航
空
科
学
館
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
監
理
課
の
項
の
第
十
四
号
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

市
町
村
課｣

に
改
め
、
同
条

の
河
川
砂
防
課
の
項
中
第
十
八
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
五
号
か
ら
第
十
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ

繰
り
下
げ
、
第
十
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
五

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と

(

他
課
の
分
掌
に
係
る
事
務
を
除
く
。)

。

第
十
六
条
の
建
築
住
宅
課
の
項
中
第
十
四
号
を
削
り
、
第
十
三
号
を
第
十
四
号
と
し
、
第
七
号
か

ら
第
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。
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七

低
炭
素
建
築
物
新
築
等
計
画
の
認
定
及
び
低
炭
素
建
築
物
の
新
築
等
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
六
条
の
建
築
住
宅
課
の
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
二
十
六

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
九
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十

津
波
防
災
地
域
づ
く
り
に
関
す
る
こ
と

(

特
定
開
発
行
為
及
び
特
定
建
築
行
為
の
制
限

に
関
す
る
事
務
に
限
る
。)

。

第
二
十
条
第
二
項
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

市
町
村
課｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

｢

広
報
広

聴
課
、
情
報
シ
ス
テ
ム
課｣

を

｢

地
域
活
力
振
興
課
、
広
報
広
聴
課｣

に
改
め
、

｢

交
通
政
策
課｣

の
下
に

｢

及
び
情
報
シ
ス
テ
ム
課｣

を
加
え
、
同
条
第
四
項
中

｢

、
原
子
力
安
全
対
策
課
及
び
自
然

保
護
課｣

を

｢

及
び
環
境
政
策
課｣

に
、

｢

及
び
環
境
政
策
課｣

を

｢

、
原
子
力
安
全
対
策
課
及
び

自
然
保
護
課｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中

｢

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
、
医
療
薬
務
課
及
び
保
健

衛
生
課｣

を

｢

高
齢
福
祉
保
険
課
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
及
び
障
害
福
祉
課｣

に
、

｢

高
齢
福
祉
保
険

課
、
こ
ど
も
み
ら
い
課
及
び
障
害
福
祉
課｣
を

｢

が
ん
・
生
活
習
慣
病
対
策
課
、
医
療
薬
務
課
及
び

保
健
衛
生
課｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中

｢

地
域
産
業
課｣

を

｢

労
政
・
能
力
開
発
課｣

に
、

｢

産

業
立
地
推
進
課
、
新
産
業
創
造
課
及
び
労
政
・
能
力
開
発
課｣

を

｢

地
域
産
業
課
、
産
業
立
地
推
進

課
及
び
新
産
業
創
造
課｣

に
改
め
、
同
条
第
七
項
中

｢
畜
産
課
、
林
政
課
、
農
村
整
備
課
、
水
産
局

水
産
振
興
課
及
び
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課｣

を

｢

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
、
農
産
園
芸
課
及
び

り
ん
ご
果
樹
課｣

に
改
め
、｢

食
の
安
全
・
安
心
推
進
課
、｣

を
削
り
、

｢

農
産
園
芸
課
及
び
り
ん
ご

果
樹
課｣

を

｢

畜
産
課
、
林
政
課
、
農
村
整
備
課
、
水
産
局
水
産
振
興
課
及
び
水
産
局
漁
港
漁
場
整

備
課｣

に
改
め
る
。

第
三
十
条
中
第
八
項
を
第
九
項
と
し
、
第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四

項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
各
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
事
務
の
う
ち
、
障
害
児
福
祉
手
当
に
関
す

る
事
務
、
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
知
事
が
別
に

定
め
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
行
政
機
関
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
県
内
全
域
が
東
青
地
域

県
民
局
の
所
管
区
域
で
あ
る
。

第
三
十
二
条
第
三
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
第
二
号
に
掲
げ
る
事
務
の
う
ち
、
第
三
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
障
害
児
福
祉
手
当

に
関
す
る
事
務
、
社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
の
指
導
監
査
に
関
す
る
事
務
そ
の
他
知
事

が
別
に
定
め
る
事
務
に
あ
つ
て
は
、
東
青
地
域
県
民
局
に
限
る
。

第
三
十
二
条
第
八
項
第
三
十
七
号
中

｢

養
育
医
療
及
び｣

及
び

｢

並
び
に
育
成
医
療
に
要
す
る
費

用
の
支
給｣

を
削
り
、
同
条
第
九
項
に
次
の
た
だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
東
青
地
域
県
民
局
以
外
の
地
域
県
民
局
に
あ
つ
て
は
、
第
八
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で

に
掲
げ
る
事
務
を
除
く
。

第
三
十
二
条
第
九
項
中
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
削
り
、
第
六
号
を
第
一
号
と
し
、
第
七
号
及

び
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
二
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
七
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、

同
項
に
次
の
八
号
を
加
え
る
。

八

児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障
害
児
福
祉
手
当
、
特
別
障
害
者
手
当
及
び
福
祉

手
当
に
関
す
る
こ
と
。

九

社
会
福
祉
法
人
及
び
社
会
福
祉
施
設
の
指
導
監
査
に
関
す
る
こ
と
。

十

青
森
県
入
浴
施
設
に
お
け
る
レ
ジ
オ
ネ
ラ
症
の
発
生
の
予
防
に
関
す
る
条
例

(

平
成
十
七
年

七
月
青
森
県
条
例
第
六
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
社
会
福
祉
施
設
等

(

精
神
障
害
者
に
係
る
も

の
を
除
く
。)

の
設
置
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
一

老
人
福
祉
法

(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
三
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
老
人
居
宅
生
活
支

援
事
業
を
行
う
者
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
二

介
護
保
険
法

(

平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
を
行

う
者
等
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
三

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

(

平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
又
は
一
般
相
談
支
援
事
業
若

し
く
は
特
定
相
談
支
援
事
業
を
行
う
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
四

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

の
規
定
に
よ
る
身
体
障

害
者
生
活
訓
練
等
事
業
等
を
行
う
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

十
五

児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
障
害
児
通
所
支
援
事
業
、
障
害
児
相
談
支
援
事
業
、
児
童
自

立
生
活
援
助
事
業
、
小
規
模
住
居
型
児
童
養
育
事
業
、
一
時
預
か
り
事
業
又
は
家
庭
的
保
育
事

業
を
行
う
者
の
監
督
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
十
二
条
第
十
一
項
第
一
号
中

｢

第
九
項
各
号｣

を

｢

第
九
項
第
一
号
か
ら
第
七
号
ま
で｣

に

改
め
る
。

第
六
十
七
条
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
七
十
一
条
第
九
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
並
び
に
第
七
十
五

条
第
六
号
中

｢

障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援

す
る
た
め
の
法
律｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
健
康
福
祉
部
高
齢
福
祉
保
険
課
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

別
表
第
三
職
業
能
力
開
発
校
の
項
中

｢

及
び
青
森
県
立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校｣

を

｢

、
青
森
県
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県
土
整
備
部
河
川
砂

防
課

津
波
防
災
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り
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監
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づ
く
り
の
推
進
に
関
す
る
調
整
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ぜ
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れ
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事
務
に
従
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す
る
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立
弘
前
高
等
技
術
専
門
校
及
び
青
森
県
立
む
つ
高
等
技
術
専
門
校｣

に
改
め
る
。

別
表
第
六
青
森
県
固
定
資
産
評
価
審
議
会
の
項
及
び
青
森
県
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会

の
項
中

｢

市
町
村
振
興
課｣

を

｢

市
町
村
課｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
防
災
会
議
の
項
中

｢

二

県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
に
関
す
る
情
報
を

収
集
す
る
こ
と
。

三

県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
に
係
る
災
害
応
急

対
策
及
び
災
害
復
旧
に
関
し
、
県
並
び
に
関
係
指
定
地
方
行
政
機
関
、
関
係
市
町
村
、

を

関
係
指
定
公
共
機
関
及
び
関
係
指
定
地
方
公
共
機
関
相
互
の
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
。

四

非
常
災
害
に
際
し
、
緊
急
措
置
に
関
す
る
計
画
を
作
成
し
、
か
つ
、
そ
の
実
施
を
推

進
す
る
こ
と
。

｣

｢

二

知
事
の
諮
問
に
応
じ
て
県
の
地
域
に
係
る
防
災
に
関
す
る
重
要
事
項
を
審
議
す
る
こ

と
。

三

前
号
に
規
定
す
る
重
要
事
項
に
関
し
、
知
事
に
意
見
を
述
べ
る
こ
と
。

に
、

四

県
の
地
域
に
係
る
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
災
害
に
係
る
災
害
復
旧

に
関
し
、
県
並
び
に
関
係
指
定
地
方
行
政
機
関
、
関
係
市
町
村
、
関
係
指
定
公
共
機
関

及
び
関
係
指
定
地
方
公
共
機
関
相
互
間
の
連
絡
調
整
を
図
る
こ
と
。

｣

｢

十
一
人｣

を

｢

十
三
人｣

に
改
め
、｢

十
五
人｣

の
下
に

｢

、
自
主
防
災
組
織
を
構
成
す
る
者
又

は
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
の
定
数
は
七
人
以
内｣

を
加
え
、

｢

並
び
に

指
定
公
共
機
関｣

を

｢

、
指
定
公
共
機
関｣

に
、

｢

の
任
期｣

を

｢

並
び
に
自
主
防
災
組
織
を
構
成

す
る
者
又
は
学
識
経
験
の
あ
る
者
の
う
ち
か
ら
任
命
さ
れ
る
委
員
の
任
期｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県

障
害
者
介
護
給
付
費
等
不
服
審
査
会
の
項
中

｢

障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律｣

に
改
め
、
同
表
青
森
県
障
害
児
通
所
給
付
費
等

不
服
審
査
会
の
項
中

｢

準
用
す
る
障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

準
用
す
る
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び

社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律｣

に
、

｢

準
用
障
害
者
自
立
支
援
法｣

を

｢

準
用
障

害
者
総
合
支
援
法｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
六
青
森
県
防
災
会

議
の
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。平

成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
行
政
組
織
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
関
係
規
程
の
整
理
に
関
す
る
訓
令

(

法
令
審
議
会
規
程
及
び
青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程
の
一
部
改
正)

第
一
条

次
に
掲
げ
る
訓
令
の
規
定
中

｢

市
町
村
振
興
課
長｣

を

｢

市
町
村
課
長｣

に
改
め
る
。

一

法
令
審
議
会
規
程

(

昭
和
三
十
三
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十
四
号)

第
三
条
第
四
項

二

青
森
県
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
会
議
規
程

(

平
成
十
四
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
三
十

一
号)

別
表
第
一

(

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正)

第
二
条

住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
の
管
理
及
び
運
営
に
関
す
る
規
程

(

平
成
十
四

年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
四
十
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
第
二
号
中

｢

総
務
部
市
町
村
振
興
課
長｣

を

｢

総
務
部
市
町
村
課
長｣

に
改
め

る
。

(

青
森
県
雪
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
三
条

青
森
県
雪
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程(

昭
和
五
十
三
年
十
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

総
務
部
長｣

を

｢

企
画
政
策
部
長｣

に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中

｢

総
務
部
次
長｣

を

｢

企
画
政
策
部
次
長｣

に
改
め
る
。

第
八
条
中

｢

総
務
部
市
町
村
振
興
課｣

を

｢

企
画
政
策
部
地
域
活
力
振
興
課｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
中

｢

市
町
村
振
興
課
担
当
の
総
務
部
次
長
、
市
町
村
振
興
課
長｣

を

｢

地
域
活
力
振

興
課
担
当
の
企
画
政
策
部
次
長
、
市
町
村
課
長｣

に
改
め
、｢

交
通
政
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
地

域
活
力
振
興
課
長｣
を
加
え
る
。

(

青
森
県
企
業
誘
致
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
四
条

青
森
県
企
業
誘
致
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程

(

昭
和
三
十
七
年
一
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
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号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
二
中

｢

、
市
町
村
振
興
課
長｣

を
削
り
、｢

交
通
政
策
課
長｣

の
下
に

｢

、
地
域
活
力
振

興
課
長｣

を
加
え
る
。

(
青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程
の
一
部
改
正)

第
五
条

青
森
県
農
村
地
域
工
業
等
導
入
促
進
対
策
連
絡
会
議
設
置
規
程

(

昭
和
四
十
六
年
十
二
月

青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中

｢

市
町
村
振
興
課
長
、
企
画
調
整
課
長｣

を

｢

市
町
村
課
長
、
企
画
調
整
課

長
、
地
域
活
力
振
興
課
長｣

に
改
め
る
。

(

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程
の
一
部
改
正)

第
六
条

青
森
県
土
地
利
用
対
策
会
議
規
程

(

昭
和
四
十
八
年
五
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
中

｢

市
町
村
振
興
課
長｣
を

｢
市
町
村
課
長｣

に
改
め
、

｢

企
画
調
整
課
長｣

の
下

に

｢

、
地
域
活
力
振
興
課
長｣

を
加
え
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
四
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
設
置
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
設
置
規
程

(

平
成
二
十
三
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中

｢

及
び
次
長｣

を
削
り
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
五
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程
を
廃
止
す
る
訓
令

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
設
置
規
程(

平
成
十
八
年
三
月
青
森
県
訓
令
甲
第
七
号)

は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
六
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
文
書
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
文
書
取
扱
規
程

(

昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
の
表
第
一
号
ア
�
中

｢
(

生
活
再
建
・
産
業
復
興
局
次
長
を
除
く
。
第
三
十

五
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。)

｣

を
削
る
。

別
表
第
二
中

｢

を

｣

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第26号 �� �

市
町
村
振
興
課
青
市
振



� �
｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
訓
令
甲
第
七
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
三
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
災
害
対
策
本
部
の
班
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
の
表
総
務
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
、
同
表
企
画

｣

政
策
部
の
部
中

｢

を

｣

｢

に
、

｣

｢

を

｣

｢

に
改
め

｣

る
。第

三
条
市
町
村
振
興
班
の
項
中

｢

市
町
村
振
興
班｣

を

｢

市
町
村
班｣

に
改
め
、
同
条
交
通
政
策

班
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

地
域
活
力
振
興
班

一

他
の
班
の
実
施
事
項
の
応
援
に
関
す
る
こ
と
。

第
三
条
人
づ
く
り
戦
略
班
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青 森 県 報平成25年３月29日 金曜日 号外第26号�� �

市
町

村
課

青
市
町
村

交
通

政
策

課
青

交

地
域
活
力
振
興
課

交
通

政
策

課

青
地
活

青
交

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム

青
い
森
鉄
道
対
策
室

青
人
づ

青
鉄
対

青
い
森
鉄
道
対
策
室
青
鉄
対

市
町
村
振
興
班

市
町
村
振
興
課
長

市
町
村
班

市
町
村
課
長

交
通
政
策
班

交
通
政
策
課
長

地
域
活
力
振
興
班

交
通
政
策
班

地
域
活
力
振
興
課
長

交
通
政
策
課
長

人
づ
く
り
戦
略
班

青
い
森
鉄
道
対
策
班

人
づ
く
り
戦
略
チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー

青
い
森
鉄
道
対
策
室
長

青
い
森
鉄
道
対
策
班

青
い
森
鉄
道
対
策
室
長
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